
 京都市違法開発等対策会議設置要綱 

 

平成２年９月１３日決定  

平成３年７月４日改正  

平成４年６月１０日改正  

平成７年４月２０日改正  

平成８年３月１１日改正  

平成９年４月２２日改正  

平成１０年６月１１日改正  

平成１１年４月１６日改正  

平成１９年１０月２６日改正  

平成２１年４月１日改正  

平成２５年２月２５日改正 

平成２６年４月１日改正 

平成２７年４月１日改正 

平成２８年４月１日改正 

平成３０年４月１日改正 

平成３１年４月１日改正 

令和４年７月１日改正 

令和８年４月１日改正 

 

（設置） 

第１条 本市の区域内における、違法な開発行為等の防止対策について、相互に連

絡し、調整することにより、総合的な検討を行うため、京都市違法開発等対策会議

（以下「対策会議」という。）を置く。 

  

（所掌事務）  

第２条 対策会議は、次の事項について情報交換及び調整を行う。  

(１) 違法な開発行為等の情報収集に関すること。  

(２) 違法な開発行為等に係る部局間の調整に関すること。  

(３) 違法な開発行為等の対応方針に関すること。  

(４) 違法な開発行為等の防止に係る法令等の改正及び運用改善に関すること。  

(５) 国、その他の関係機関に対する要望に関すること。  

(６) その他違法な開発行為等に迅速かつ厳正に対処するために必要な事項に関

すること。  

 

（構成）  

第３条 対策会議は、次の各号に掲げる者をもって構成する。  

（１）副市長  



（２）環境政策局長 

（３）行財政局長 

（４）総合企画局プロジェクト・デジタル化戦略担当局長 

（５）産業観光局長 

（６）都市計画局長 

（７）建設局長 

（８）消防局長 

（９）市長が指名する区長及び区役所担当区長 

 

（座長）  

第４条 対策会議に座長を置く。  

２ 座長は、市長が指名する副市長をもって充てる。  

３ 座長は、対策会議の会務を総理する。  

 

（会議）  

第５条 対策会議は、座長が必要と認めるとき、随時招集する。  

２ 座長は、会議の議長となる。  

 

（意見の聴取）  

第６条 座長は、必要があると認めるときは、対策会議に警察関係者、弁護士等の

出席を依頼し、意見を聴取することができる。  

 

（幹事会）  

第７条 対策会議に付議する事案の調整及び特定の事項の調査又は審議を行うため、

対策会議に幹事会を置く。  

２ 幹事会は、幹事をもって構成する。  

３ 幹事は、本市関係職員のうちから、座長が指名する。  

 

（庶務）  

第８条 対策会議の庶務は、総合企画局総合政策室において行う。  

 

（補則）  

第９条 この要綱に定めるもののほか、対策会議に関し必要な事項は、座長が定め

る。  

附 則  

この要綱は、決定の日から施行する。 


